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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２５年５月３０日（平成２５年（行情）諮問第２２１号） 

答申日：平成２８年８月４日（平成２８年度（行情）答申第２５６号） 

事件名：特定保険医療機関及び特定保険医に関する監査調査書等の一部開示決

定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙２に掲げる文書につき，その一部を不開示とした決定について，審

査請求人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分

については，別紙４に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく本件開示請求に対し，平成２４年３月３０日付け関厚発

０３３０第１４９号により関東信越厚生局長（以下「処分庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）において，法５条６号

イに該当するとして不開示とされた処分の取消しを求めるというものであ

る。 

２ 本件審査請求の理由 

本件審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載によると，おおむ

ね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

   審査請求人は，平成２４年２月１日，処分庁に対し，法に基づき，特

定保険医療機関及び特定保険医に関する資料の開示請求を行った。処分

庁は，原処分を行った。その理由として以下の記載がある。 

監査調査書，聴取調書，患者個別調書，患者調査書については，国の

機関等が行う事務に関する情報であって，公にすることにより，監査に

係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれその他

当該事務の性質上，当該事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあ

るものとして，法５条６号イに該当するため，不開示とした。 

しかし，以下のことから原処分には理由がない。 

ア 平成１８年に監査調書，聴取調書，患者個別聴取調書，患者調査書

は開示されている。（別紙資料，添付は省略する。） 
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平成１８年に当時の特定社会保険事務局長に対して，監査に関する

資料として情報開示した監査調書，聴取調書，患者個別聴取調書，

患者調査書は情報開示されている。その際，患者氏名，住所，被保

険者証記号番号，生年月日は個人を特定するものとして，開示され

なかったが，聴取事項については開示されている経緯がある。 

イ 監査は既に終了し，特定保険医療機関に対して取消相当処分，特定

保険医に対して取消処分が行われており，監査に係る事務に関し，正

確な事実の把握を困難にするおそれはない。 

これまでも監査における患者調査は，「障害者に対して２時間に渡

り執拗な聴取を繰り返す，患者本人ではなく看護師長に聴取するな

ど，杜撰な調書作成が行われ，杜撰な患者調書に基づいて，虚偽の

追及を行う」「『不正請求』の裏付けとなる患者さんの証言を得よう

と，悪質な誘導尋問を行ったり，体の不自由な高齢者に対し長時間

にわたり質問を繰り返す」など，違法に行われている実態がある。

実際に患者調査による減収分１６０万円余りの支払を命ずる判決を

下した事例もある（広島地裁昭和４９年（ワ）第８２９号，判決日

付昭和５５年２月２８日）。 

ウ 監査や患者調査の実態を法律に則ってチェックする機関はない。し

かし，それらが行政側の資料として提出され，処分が決定される。適

正に行われているかどうかを行政が証明するためにも開示すべきであ

る。 

    また，違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困

難にするおそれがあるとしているが，そのような事例は報告されてい

ない。逆に行政側の違法，不当行為を容易にすることになる。さらに

当該事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるとしているが，

既に処分が実施されており，支障を及ぼすことはない。そのような事

例も報告されていない。 

以上のように本件処分は，法の解釈，運用を誤ったものである。よ

って，その取消しを求めるため，審査請求を行った。 

（２）意見書 

ア 不開示とされた情報は，法５条１号に該当するが，同号ただし書イ

及びロに該当する公開すべき情報である。 

（ア）開示を求める監査資料とは，健康保険法（大正１１年法律第７０

号。以下「健保法」という。）７８条に規定されている監査で使用

した資料である。 

保険医療機関の監査は，「保険医療機関等及び保険医等の指導及

び監査について」（平成７年１２月２２日保発第１１７号。以下

「保発第１１７号通知」という。）の別添２「監査要綱」（以下「監
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査要綱」という。）に基づいて行われている。「第５指導担当者 ５ 

監査調書の作成」において「監査担当者は，監査後，調書を作成す

る」とあり，監査調書は処分庁が指名する監査担当者が作成すると

されている。 

そして，「第６ 監査後の措置 ５ 行政上の措置の公表等」に

おいて，「地方厚生（支）局長は，監査の結果，取消処分を行った

ときは，「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険

薬剤師の登録に関する政令」（昭和３２年政令第８７号）２条（同

令２条の２において準用する場合を含む。）又は９条の規定に基づ

き，速やかにその旨を公示する。」と，処分を受けた医療機関を地

方厚生局及び地方厚生局のホームページにて「保険医療機関等にお

いて不正請求などが行われた場合の取扱いについて」として公表し

ている。 

その公表の趣旨は「診療報酬請求などに不正又は著しい不当があ

り健保法に違反した場合には，行政処分として保険医療機関等の指

定の取消及び保険医等の登録の取消を行ったうえで保険診療を受け

た患者（被保険者）の皆様の権利を守ることを目的」であり，公表

する内容は「名称，氏名，不正理由，不正請求金額など」とされて

いる。 

     また，保険局医療課医療指導監査室からも「保険医療機関等の指

導・監査の実施状況について」において，毎年概況として「名称，

氏名，不正理由，不正請求金額」が公表されている。 

     しかし，具体的な監査の資料は公表されず，保険医療機関の不正

の程度，また監査が監査要綱通りに実施されているかについての検

証はできない。 

   （イ）平成１８年に特定社会保険事務局長に対して，監査に関する資料

として情報開示した監査調書，聴取調書，患者個別聴取調書，患者

調査書は情報開示されている。その際，患者氏名，住所，被保険者

証記号番号，生年月日は個人を特定するものとして，開示されなか

ったが，聴取事項については開示されている経緯がある。過去に先

例があるため，開示することは慣行になっている。 

  （ウ）当該特定保険医療機関は，その名称などを公表されているのであ

るから，監査資料に個人識別情報が含まれているも「個人情報の秘

匿性」の法益が侵害されるとはいえない。 

また，監査資料が公表されると，「処分手続きが適正に行われて

いること。処分と処分対象項イとの均衡性が担保されていること」

についての検証が可能となるので，診療行為という営業活動の権利

が守られるから，「公にすることが必要」という点で法５条１号ロ
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に該当性がある。 

（エ）医療機関への処分は，「故意又は重大な過失」，「軽微な過失」，

「不正又は不当な診療をしばしば行った」場合など，致傷行為に価

値基準が当てはめられることとなっているが，その認定手続きが適

正に行われたのかどうかの検証が可能でなければならない。 

監査要綱には，患者などへの調査の事前実施について「第５ 監

査の方法 １ 事前調査」に，「監査担当者は，原則として監査を

実施する前に診療報酬明細書による書面調査を行う。」とあるだけ

で，その調査の必要性の判断基準，被調査者選定の基準，調査の方

法などについて，監査実施者にすべて委ねられているかのような書

きぶりである。この実地調査については，患者調査による減収分１

６０万円余りの支払いを命じる判例（広島地裁昭和４９年（ワ）第

８２９号）があり，その手続きの違法性不当性が具体的に指摘され

ている事例がある。 

また，「障害者に対して２時間に渡り執拗な聴取を繰り返す」「患

者本人ではなく看護師長を聴取し，杜撰な調書が作成され虚偽の追

及を行う」，「悪質な誘導尋問，公共の場（喫茶店）で患者の口の中

を歯科医でない事務官が確認する」など，監査要綱に則った手法が

とられているのか大きな不信がある。 

適正な監査が行われ，行為に均衡した処分がなされたのかどうか

について，対象医療機関自身もまた第三者としても検証する資料が

与えられる必要がある。ゆえにその資料は「公にすることが必要で

あると認められる情報」に該当する。 

（オ）ゆえに，開示請求を求めている情報は，法５条１号ただし書イ及

びロで開示することとされている「公にすることが予定されている

情報」といわなければならない。 

  イ 理由説明書に対する反論 

（ア）下記第３の１（４）ウ（イ）ａにおいて，「これを公にすると保

険医療機関によっては，患者への口止め工作や虚偽の証言の強要を

行う等により正確な事実の確認が困難になり，ひいては保険診療の

質的向上及び適正化を図るという監査の目的を達成することが困難

になるおそれがある」ことを根拠に法５条６号に該当するとしてい

る。 

本件の監査資料は，処分が確定したのちに開示を求めているため，

患者への口止め工作や虚偽の証言の強要には該当しない。さらにい

えば，監査要綱では，監査が始まる前に患者調査を行うため，監査

を受ける医療機関は，患者から報告がない限り患者調査が行われて

いることは知り得ない。また，監査を受ける可能性があるとして全
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患者に対して前もって口止めすることなどできない。 

（イ）下記第３の１（４）ウ（イ）ｂにおいて，「これを公にすると，

監査の手法及び不正請求の手口が明らかになり，保険医療機関等に

よっては，今後，同様の手口による不正請求等を模倣し，保険診療

の質的向上及び適正化を図るという監査の目的を達成することが困

難になるおそれがある」ことを根拠に法５条６号に該当するとして

いる。 

     そもそも最初から保険医療機関が不正をするものとして決めつけ

ていることは問題である。 

     平成１８年に開示された監査調書，聴取調書の記録は，保険医が

行った診療内容の事実である。それを監査担当者の価値基準によっ

て「不正請求」として処分がくだされたものである。その記録を

「不正請求の手法及び手口」としていることも行政の価値基準の押

しつけであり，事実に対する処分が適正であったかどうかは不明で

ある。ゆえに監査の目的を達成することが困難になるとのおそれが

あるという指摘は妥当ではない。 

（ウ）監査の手法が明らかになるのは，透明性の確保という点でも必要

なことである。それは，監査の方法が担当者の対応次第となってお

り，法的に実施されているか検証は必要である。一方的に呼び出さ

れ，長時間の拘束，担当者の暴言，誘導尋問など人権を無視された

対応をされても監査を受ける側はなすすべなく甘んじて受けている。

そのような実態であることを監査担当者はみじんも感じていないこ

とが問題である。第三者の検証が必要であるため，開示されて然る

べきものである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）本件審査請求の経緯 

本件審査請求は，審査請求人である開示請求者が平成２４年２月３日

に行った，別紙１に掲げる文書の開示請求に対し，原処分を不服として，

平成２４年６月１日付けをもって提起されたものである。 

（２）審査請求の範囲 

ア 審査請求人は，審査請求書の記載によると，監査に関して厚生労働

省へ内議を行った際の資料一式に該当するものとして特定された文書

のうち，別紙３に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につ

いて，原処分において法５条６号イに該当するとして不開示とされた

部分の開示を求めている。 

イ 本件対象文書のうち，原処分で不開示とされた部分については，処

分庁は，いずれも法５条６号イに該当するとして不開示としているの
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で，結局，審査請求人が開示を求める部分は，当該不開示部分の全部

である。 

（３）諮問庁としての考え方 

審査請求人が開示を求める部分（上記（２））については，諮問庁と

しては，別添の表（補充理由説明書１の別表によって全面差し替えとな

るため，添付を省略する。）に掲げる部分は開示し，その余の部分（以

下「本件不開示部分」という。）は，法５条１号及び６号イに該当する

ため，不開示を維持することが妥当と考える。 

（４）理由 

ア 医療保険制度の概要について 

我が国の医療保険制度は，社会保険制度の一つとして，健保法等に

基づき，傷病等について保険給付（療養の給付）を行い，その給付

の財源を保険料の拠出と国庫の負担をもって賄おうとする制度であ

る。 

医療保険制度においては，診察，薬剤の支給，処置，手術その他の

治療等の療養の給付を担当する病院若しくは診療所又は薬局につい

ては，その開設者の申請に基づき，厚生労働大臣が保険医療機関又

は保険薬局（以下，併せて「保険医療機関等」という。）として指定

することにより，保険診療（保険調剤を含む。以下同じ。）を行うこ

とができることとされている。また，保険医療機関において診療に

従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において調剤に従事す

る薬剤師についても同様に，それらの者の申請に基づき，厚生労働

大臣が登録した保険医又は保険薬剤師（以下，併せて「保険医等」

という。）でなければならないこととされている。 

   指定を受けた保険医療機関等は，その責務として，厚生労働省令に

定めるところにより，療養の給付を担当しなければならないことと

（健保法７０条），また，登録を受けた保険医等は，その責務として，

厚生労働省令の定めるところにより，健康保険の診療に当たらなけ

ればならないこととされている（同法７２条）。 

イ 保険医療機関等及び保険医等（以下，併せて「保険医療機関・保険

医等」という。）に対する指導・監査について 

（ア）保険医療機関・保険医等に対する指導は，保険診療の質的向上及

び適正化を図るため，健保法７３条及びその他の関係法律の規定に

基づき，療養の給付等に係る診療（調剤を含む。以下同じ。）の内

容又は診療報酬（調剤報酬を含む。以下同じ。）の請求について行

うものであり，保発第１１７号通知の別添１「指導大綱」（以下

「指導大綱」という。）に基づき指導対象保険医療機関等を選定の

上，指導を実施している。 
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指導の形態としては，①集団指導，②集団的個別指導及び③個別

指導（保険医療機関等を一定の場所に集めて又は当該保険医療機関

等において個別に面接懇談方式により実施）の３形態がある。 

個別指導後の措置については，診療内容及び診療報酬の請求の妥

当性により，①概ね妥当，②経過観察，③再指導及び④要監査の４

種類があり，個別指導後は，保険医療機関等に対し，指導結果，指

導後の措置及び改善すべき事項として指摘したものについて，文書

により通知し，「改善報告書」の提出を求める旨，指導大綱に規定

されている。 

（イ）また，保険医療機関・保険医等に対する監査は，保険診療の質的

向上及び適正化を図るため，健保法その他の関係法律の規定に基づ

き，療養の給付等に係る診療等の内容又は診療報酬の請求について

行うものであり，具体的には監査要綱においてその取扱いが示され

ている。 

また，監査要綱第３において，①診療内容に不正又は著しい不当

があったことを疑うに足りる理由があるとき，②診療報酬の請求に

不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき，

③度重なる個別指導（「指導大綱」に定める「個別指導」をいう。）

によっても診療内容又は診療報酬の請求に改善が見られないとき，

④正当な理由がなく個別指導を拒否したときのいずれかに該当する

場合に行うものとされている。 

監査の結果，①故意に不正又は不当な診療を行ったもの，②故意

に不正又は不当な診療報酬の請求を行ったもの，③重大な過失によ

り，不正又は不当な診療をしばしば行ったもの，④重大な過失によ

り，不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行ったもののいずれ

か１つに該当したときは，保険医療機関等の指定の取消処分又は保

険医等の登録の取消処分が行われる。 

ウ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（ア）法５条１号該当性 

ａ 文書１には，監査を受けた者の生年月日，学歴・職歴の概要，

署名及び印影並びに監査を行った者の署名及び印影が記載されて

いる。 

文書２には，監査を受けた者の性別，生年月日，住所，電話番

号，署名及び印影並びに監査を行った者の署名及び印影が記載

されている。 

文書３には，患者氏名，生年月日，初診年月日，診療実日数，

給付割合及び被保険者証の記号番号，監査を受けた者の署名及

び印影が記載されている。また，文書３のうち，診療報酬明細
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書には，患者の傷病名部位，診療の内容が記載されている。 

文書４には，患者の氏名，生年月日，被保険者証記号番号，住

所，署名及び電話番号，聴取事項に対する回答並びに監査を行

った者の署名及び印影が記載されている。 

ｂ 上記ａの部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当し，同号た

だし書イないしハに該当する事情もないことから，同号に該当す

るものである。 

（イ）法５条６号イ該当性 

ａ 文書４のうち，患者に対する聴取事項の部分は，これを公にす

ると，保険医療機関等によっては，患者への口止め工作や虚偽の

証言の強要を行う等により正確な事実の把握が困難になり，ひい

ては保険診療の質的向上及び適正化を図るという監査の目的を達

成することが困難になるおそれがあることから，法５条６号イに

該当するものである。 

ｂ 本件不開示部分のうち，上記（ア）ａ及び（イ）ａ以外の部分

には，不正，不当な診療等及び診療報酬等の請求（以下「不正請

求等」という。）の詳細な内容が記載されている。 

当該部分は，これを公にすると，監査の手法及び不正請求等の

手口が明らかになり，保険医療機関等によっては，今後，同様

の手口による不正請求等を模倣し，保険診療の質的向上及び適

正化を図るという監査の目的を達成することが困難になるおそ

れがあることから，法５条６号イに該当するものである。 

エ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求書において，平成１８年に特定社会保険事

務局長に対して行った別件開示請求に対して，本件対象文書と同種

の文書が開示された旨を述べ，本件対象文書についても法５条１号

に該当する部分を除く全ての開示を求める旨主張するが，上記ウの

とおり，本件不開示部分は，いずれも不開示情報に該当するもので

ある。 

 ２ 補充理由説明書１ 

平成２５年（行情）諮問第２２１号について，平成２５年５月３０日付

けで行った理由説明を以下のとおり補充して説明する。 

（１）本件対象文書を不開示とした原処分について，諮問庁は，従前，本件

対象文書の一部は，法５条１号及び６号イに該当するため，なお不開示

を維持すべきと考える旨説明した。 

（２）諮問庁がなお不開示を維持すべきと考える部分のうち，別表に掲げる

部分以外の部分は，法５条各号のいずれにも該当しないため，諮問に当
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たり開示することとする。また，不開示を維持する各部分，該当頁及び

適用条項は，別表のとおりである。 

（３）別表の不開示部分のうち，法５条１号該当性は，次のとおりと考える。 

    保険医の氏名（開設者・管理者と同一人を除く。）及び生年月日等は，

個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより，特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが，

公にすることにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに

該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しない。 

（４）別表の不開示部分のうち，法５条２号イ該当性は，次のとおりと考え

る。 

ア 本件対象文書は，特定保険医療機関及び特定保険医に係る監査及び

取消処分等に関するものであり，当該文書に記載された特定保険医療

機関の取引先法人その他の団体に関する情報を公にすると，当該法人

等が特定保険医療機関及び特定保険医の不正又は不当と関係している

のではないかとの憶測を呼び，そのような憶測が広く拡散するといっ

たいわゆる風評被害が発生するおそれがある。 

イ 別表の不開示部分は，これを公にすると，特定保険医療機関の取引

先法人名等については，アのとおり，いわゆる風評被害により当該法

人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり，

また，その他の情報については，特定保険医療機関の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法５条２号イ

に該当する。 

（５）別表の不開示部分のうち，法５条６号イ該当性は，諮問において説明

したものに加え，次のとおりと考える。 

ア 監査における確認について 

     監査は，保険医療機関等又は保険医等の診療内容又は診療報酬の請

求について，不正又は著しい不当が疑われる場合等において，的確

に事実関係を把握し，公正かつ適切な措置を採ることを主眼として

いる。 

保険医療機関等又は保険医等に対する監査後の措置（①取消処分

（保険医療機関等の指定の取消（健保法８０条）及び保険医等の登

録の取消（同法８１条）），②戒告及び③注意の３種類がある。）を行

うためには，監査において，不正又は不当に係る動機，状況，時期，

頻度，金額等の詳細な確認を行い，それら詳細な内容が記載された

資料に基づき行う必要がある。 

イ 監査における調査手法等について 

監査後の措置が取消処分の場合に限り，各地方厚生（支）局におい
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て，取消処分となった個別の保険医療機関等の名称，保険医等の氏

名等の基本的な事項をその都度公表している。 

しかしながら，不正又は不当に係る事実が明らかとなった調査内

容・調査方法等，具体的な監査の手法等については，不正又は不当

な診療又は診療報酬の請求を行っている一部の保険医療機関等がそ

れを知り，患者への口止め工作，監査提出資料の改ざん，監査にお

ける聴取に対する対策等を行い，不正又は不当の事実を隠蔽する等

の監査妨害等を行うおそれがあることから公表していない。 

ウ 本件対象文書について 

本件対象文書は，監査後の措置を行うための詳細な内容が記載され

た資料であり，文書１ないし４の概要は次のとおりである。 

（ア）文書１「監査調査書」 

監査終了の際に作成され，監査対象保険医療機関及び保険医に 

関する基本的事項，事故内容等が記載されたもの（開設者及び保険

医が確認，弁明のうえ署名・押印） 

（イ）文書２「聴取調書」 

監査において監査対象保険医療機関の開設者及び保険医等に対 

して聴取した内容が記載されたもの（開設者又は保険医等被聴取者

が確認のうえ署名・押印） 

（ウ）文書３「患者個別調書」 

監査対象保険医療機関に係る個別の不正又は不当請求の内容等 

が記載されたもの（開設者又は保険医が確認，弁明のうえ署名・押

印） 

（エ）文書４「患者調査書」 

患者の受診に関する調査結果（患者が確認のうえ署名） 

エ 不開示情報該当性について 

別紙の不開示部分は，具体的かつ詳細な不正又は不当に係る内容や

被監査者に対する聴取内容等，不正又は不当に係る事実が明らかと

なった具体的な監査の手法等が確認できる情報であって，これを公

にすると，上記イのとおり，監査における正確な事実の把握が困難

になるおそれ等があるため，法５条６号イに該当する。 

 ３ 補充理由説明書２ 

平成２５年（行情）諮問第２２１号について，平成２８年５月１０日付

け補充理由説明書１（別表）に以下のとおり変更又は追加を行う。 

（１）法５条１号に該当する不開示部分の変更 

＜文書１＞ 

○５３頁「その他」記載欄のうち 

「・３行目の２０文字目ないし２５文字目 
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・４行目の２４文字目ないし２９文字目 

・５行目の１５文字目ないし２０文字目 

・７行目の２１文字目ないし２６文字目」を 

「・３行目の２０文字目ないし６行目の２５文字目 

・７行目の１４文字目ないし８行目の１７文字目」に変更する。 

○５６頁「その他」記載欄のうち 

「・１行目の３３文字目ないし２行目の３文字目 

・３行目の１３文字目ないし１６文字目 

・５行目の８文字目ないし１１文字目 

・６行目の２２文字目ないし２５文字目」を 

「・１行目の２８文字目ないし２行目の５文字目 

・３行目の８文字目ないし２１文字目 

・５行目の３文字目ないし２３文字目 

・６行目の１５文字目ないし７行目の５文字目」に変更する。 

○５７頁「その他」記載欄のうち 

「・１行目の４文字目ないし７文字目」を 

「・１行目の４文字目ないし２８文字目」に変更する。 

（２）法５条１号に該当する不開示部分の追加 

＜文書３＞ 

○各患者個別調書の記載のうち，【１枚目】に 

「・「患者調査の結果」欄の記載（項番部分を除く。） 

・「監査担当者の意見」欄の記載（項番部分を除く。）」を追加する。 

＜文書４＞ 

○各患者調査書の記載のうち，【１枚目】に 

「・「聴取事項」欄の患者回答の記載」を追加する。 

（３）上記（２）の不開示部分については，法５条６号イにより不開示とし

ているところであるが，以下の理由により同条１号を適用条項に加えた

うえで，不開示を維持することとする。 

（理由） 

   当該不開示部分には，特定保険医療機関における患者の診療内容や口腔

内の状況に関する情報が記載されており，これらが公になると，診療録等

他の情報と照合することにより，当該患者を特定することが可能となる。 

   さらに，これらの情報は，他人に知られることを忌避する性質の患者の

機微にわたる私的な情報であるため，公にすることにより，なお個人の権

利利益を害するおそれがある。 

   これらのことから，当該不開示部分は法５条１号に該当し，かつ同号た

だし書イからハまでのいずれにも該当しない。 

第４ 調査審議の経過 
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   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり調査審議を行った。 

   ① 平成２５年５月３０日   諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年６月２４日      審議 

   ④ 同年７月３日       審査請求人から意見書を収受 

   ⑤ 平成２８年２月１５日   本件対象文書の見分及び審議 

   ⑥ 同年５月１０日      諮問庁から補充理由説明書１を収受 

   ⑦ 同年６月２３日      委員の交代に伴う所要の手続の実施，

本件対象文書の見分及び審議 

   ⑧ 同月３０日        審議 

   ⑨ 同年７月８日       諮問庁から補充理由説明書２を収受 

   ⑩ 同月２１日        審議  

   ⑪ 同年８月２日       審議               

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件開示請求は, 別紙１に掲げる文書の開示を求めるものである。処分

庁は，別紙２に掲げる文書を特定し，その一部について，法５条１号及び

６号イに該当するとして不開示とする処分（原処分）を行った。 

審査請求人は，原処分において，監査に関して厚生労働省へ内議を行っ

た際の資料一式として特定された文書のうち，本件対象文書において法５

条６号イに該当するとして不開示とされた部分，すなわち，本件対象文書

の不開示部分の全ての開示を求めている。 

諮問庁は，諮問に当たり，原処分において不開示とされた部分の一部を

開示することとするが，その余の部分については，法５条１号，２号イ及

び６号イに該当するとしてなお不開示とすることが妥当であるとしている

ので，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，不開示情報該当性につい

て検討する。  

 ２ 不開示情報該当性について 

（１）文書１について 

    文書 1 は，監査調査書である。調査対象者は，①監査の対象となった

特定保険医療機関の開設者・管理者及び②当該特定保険医療機関に勤務

していた保険医である。 

   ア 保険医療機関監査調査書について 

     当該文書は，特定保険医療機関に対する監査調査書であり，開設

者・管理者に係る記載の一部及び立会者に係る記載が不開示とされ

ている。      

（ア）開設者・管理者に係る記載の不開示部分について 

      当該部分には，特定保険医療機関の開設者・管理者の生年月日，
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学歴・職歴の概要の一部，監査事項に対する弁明又は意見並びに署

名及び印影が記載されている。 

      当該部分は，開設者に係る法５条１号本文前段に規定する個人に

関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該

当すると認められる。 

      法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，公にすることが予定さ

れている情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに

該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められ

ない。 

      法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，生年月

日，署名及び印影は，個人識別部分であることから部分開示の余地

はなく，その余の部分についても，原処分において，既に氏名が開

示されていることから，部分開示できない。 

      したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

   （イ）立会人に係る記載の不開示部分について 

      当該部分には，立会人の署名及び印影が記載されている。 

      当該部分は，立会人に係る法５条１号本文前段に規定する個人に

関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該

当すると認められる。 

      法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，公にすることが予定さ

れている情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに

該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められ

ない。 

      法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，署名及

び印影は，個人識別部分であることから部分開示できない。 

      したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

   イ 保険医監査調査書について 

   （ア）開設者である保険医の調査書について 

      当該文書は，特定保険医療機関の開設者である保険医に対する調

査書であり，保険医の生年月日，年齢，学歴・職歴の概要，監査事

項に対する保険医の弁明又は意見の全部並びに署名及び印影が不開

示とされている。 

      当該部分の不開示情報該当性について諮問庁は，上記第３の２

（３）のとおり説明する。 
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      そこで検討するに，当該部分の情報は，上記ア（ア）で検討した

情報と同様の情報であると認められる。 

したがって，当該部分は，上記ア（ア）と同様の理由により，法

５条１号に該当し，不開示とすることが妥当である。   

   （イ）勤務していた保険医の調査書について 

      当該文書は，特定保険医療機関に勤務していた保険医に対する調

査書であり，勤務していた保険医の氏名（開設者・管理者と同一人

を除く。以下，この項において同じ。），生年月日，年齢，学歴・職

歴の概要，社会保険における過去の賞罰，保険診療に対する講習会

出席率及びその他の各欄の一部，監査事項に対する保険医の弁明又

は意見の全部並びに署名及び印影が不開示とされている。 

     ａ 氏名，生年月日，年齢，学歴・職歴の概要及び社会保険におけ

る過去の賞罰，保険診療に対する講習会出席率の各欄の不開示

部分並びに署名及び印影について 

       当該部分は，調査対象の保険医に係る法５条１号本文前段に規

定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別すること

ができるものに該当すると認められる。 

       法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情報

は，法令の規定により又は慣行として公にされ，公にすること

が予定されている情報であるとは認められないことから，同号

ただし書イに該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当す

る事情も認められない。 

       法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，氏名，

生年月日，署名及び印影は個人識別部分であることから部分開

示の余地はなく，その余の学歴・職歴の概要及び社会保険にお

ける過去の賞罰，保険診療に対する講習会出席率の各欄の記載

内容は，当該保険医療機関の関係者等一定の者には当該保険医

が誰であるか推測することが可能となり，当該保険医の権利利

益を害するおそれがないとは認められないので，部分開示でき

ない。 

       したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

     ｂ その他欄の不開示部分について 

       当該部分の記載内容は，①保険医の氏名（氏），②監査におけ

る確認事項（質問）のうち個別の診療内容に係る情報が含まれ

る部分及び③監査における確認事項（質問）のうち②の部分以

外の部分に分類することができる。 

     （ａ）保険医の氏名（氏）について 
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        当該部分は，上記ａにおいて不開示妥当と判断した情報と同

一であると認められるので，法５条１号に該当し，不開示とす

ることが妥当である。 

（ｂ）監査における確認事項（質問）のうち個別の治療内容に係る

情報が含まれる部分について 

   当該部分の不開示情報該当性について，諮問庁は，上記第３

の２（３）及び（５）並びに３（１）のとおり説明する。 

   そこで検討するに，当該部分は，当該特定保険医療機関にお

いて行われていた個別の治療内容に係る情報が含まれているこ

とが認められる。これらの治療を担当する保険医は限定されて

いたところ，当該部分は，当該治療を担当していた保険医に係

る法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当すると認められ

る。 

法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情

報は，法令の規定により又は慣行として公にされ，公にするこ

とが予定されている情報であるとは認められないことから，同

号ただし書イに該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当

する事情も認められない。 

法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，当

該部分には，氏名等の個人識別情報は含まれていないが，これ

を公にすると，当該特定保険医療機関の患者等一定の関係者に

は，当該保険医が誰であるか推測することが可能となり，当該

保険医の権利利益を害するおそれがないとは認められないこと

から部分開示できない。 

        したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，同条６号イ

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（ｃ）監査における確認事項（質問）のうち上記（ｂ）で検討した

部分以外の部分（別紙４の１に掲げる部分）について 

   当該部分の不開示情報該当性について，諮問庁は，上記第３

の２（５）のとおり説明する。 

   そこで検討するに，当該部分は，被監査者に対する聴取内容

が具体的に記載されていると認められるが，諮問庁が，当該部

分の質問に対応する回答について，諮問に当たり開示するとし

ていることから，質問の内容を類推することが可能であり，ま

た，質問で確認された事項は，原処分において既に開示されて

いる。 

そうすると，当該部分は，これを公にすると，監査における
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正確な事実の把握が困難になるおそれ等があるとの諮問庁の説

明を首肯することはできない。 

        したがって，別紙４の１に掲げる部分は，法５条６号イに該

当せず，開示すべきである。 

 （２）文書２について 

文書２は，聴取調書である。聴取対象者は，①当該特定保険医療機関

の開設者，②当該特定保険医療機関に勤務する保険医（開設者を含む歯

科医）及び③当該特定保険医療機関の従業員（保険医以外）である。 

   ア 法５条１号該当性について 

   （ア）被聴取者に係る記載の不開示部分について 

      諮問庁は，上記第３の２（３）において，被聴取者に係る記載

（氏名（開設者・管理者と同一人を除く。以下，この項において同

じ。），生年月日，住所，署名及び印影並びに採用及び退職年月日等）

について法５条１号に該当すると説明する。 

      そこで検討するに，当該部分は，一体として，被聴取者に係る法

５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であって，特定の個

人を識別することができるものに該当すると認められる。 

法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，公にすることが予定さ

れている情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに

該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められ

ない。 

   法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，氏名，

生年月日，署名及び印影は個人識別部分であることから部分開示の

余地はなく，その余の事項（学歴・職歴，採用経過等）は，当該保

険医療機関の関係者等一定の者には当該保険医又は当該従業員が誰

であるか推測することが可能となり，当該保険医又は当該従業員の

権利利益を害するおそれがないとは認められないので，部分開示で

きない。 

   したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

（イ）聴取内容に係る記載の不開示部分について 

   諮問庁は，上記第３の２（３）において，聴取内容（被聴取者の

回答）の一部について法５条１号に該当すると説明する。また，そ

のうちの一部については，上記第３の２（５）において，同条６号

イにも該当すると説明する。 

   そこで検討するに，当該部分には，被聴取者の氏名等は記載され

ていないが，他の情報と組み合わせることにより，それぞれ聴取調
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書が該当する被聴取者に係る法５条１号本文前段に規定する個人に

関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該

当すると認められる。 

   法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，公にすることが予定さ

れている情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに

該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められ

ない。 

   法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，当該部

分の情報は，他の情報と組み合わせることによって，当該保険医療

機関の関係者等一定の者には当該保険医又は当該従業員が誰である

か推測することが可能となり，当該保険医又は当該従業員の権利利

益を害するおそれがないとは認められないので，部分開示できない。 

   したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，同条６号イにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   イ 法５条２号イ該当性について 

     諮問庁は，上記第３の２（４）において，法人名及びソフト名並び

に聴取内容の一部について，法５条２号イに該当すると説明する。

また，法人名及びソフト名の記載が含まれる聴取調書の記載全体に

ついて，上記第３の２（５）において同条６号イに該当すると説明

する。 

   （ア）法人名及びソフト名に係る不開示部分について 

      当該部分のうち，法人名及びソフト名は，これを公にすると当該

法人又はソフト作成会社の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあると認められる。 

      したがって，法人名及びソフト名については，法５条２号イに該

当し，同条６号イについて判断するまでもなく，不開示とすること

が妥当である。 

   （イ）聴取内容に係る記載の不開示部分について 

      諮問庁は，聴取内容（被聴取者の回答）の一部について法５条２

号イに該当すると説明する。 

そこで検討するに，当該部分は，法人名や法人の経営に係る情報

が記載されており，これを公にすると法人等の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

     したがって，当該部分は，法５条２号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

   ウ 法５条６号イ該当性について 

     諮問庁は，上記第３の２（５）において，文書２の不開示部分の一
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部について法５条６号イに該当すると説明する。 

     そこで検討するに，原処分において内議資料が一部開示されており，

当該監査において認められた不正請求等の内容について，既に公と

なっていることが認められる。内議資料は監査者が，監査によって

明らかとなった事実等を基に，審議の資料とするために作成するも

のであるから，聴取の際に内議資料に記載された不正請求等の内容

について質問や確認がなされたことは容易に推測できる。 

そうすると，聴取調書の不開示部分のうち，上記ア及びイで検討し

た部分以外の部分で，内議資料に記載され既に開示されている内容

に関連する質問及び回答については，これを公にすると監査におけ

る正確な事実の把握が困難になるとの諮問庁の説明を是認すること

はできない。 

他方，内議資料の開示部分に記載されていない内容に関連する質問

及び回答については，これを公にすると，監査における正確な事実

の把握が困難になるおそれ等があるため，法５条６号イに該当する

との諮問庁の説明は是認できる。 

したがって，聴取調書の不開示部分中，上記ア及びイで検討した部

分以外の部分のうち，別紙４の２に掲げる部分は，法５条６号イに

該当せず，開示すべきであるが，その余の部分については，同号イ

に該当し，不開示とすることが妥当である。 

 （３）文書３について 

    文書３は患者個別調書及び診療報酬明細書である。監査においては，

事前の指導時に疑義が認められた患者について，患者調査を行うことと

しているところ，当該調査の結果が患者調書に，また，該当する診療に

係る診療報酬が診療報酬明細書に記載されている。 

   ア 患者個別調書について 

   （ア）患者に係る記載の不開示部分について 

      当該部分には，保険者番号，被保険者証の記号番号，市町村番号，

老人医療の受給者番号，患者氏名及び生年月日が記載されている。 

      当該部分は，調査の対象となった患者に係る法５条１号本文前段

に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別すること

ができるものに該当すると認められる。 

      法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，公にすることが予定さ

れている情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに

該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められ

ない。 

      法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，患者氏
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名及び生年月日は個人識別部分であることから，部分開示の余地は

なく，その余の部分についても，他の情報と照合することにより，

特定保険医療機関の関係者等一定の者には，当該患者が誰であるか

を推測することが可能となり，当該患者の権利利益を害するおそれ

がないとは認められないので，部分開示できない。 

以上のことから，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とす

ることが妥当である。 

   （イ）保険医に係る記載の不開示部分について 

      当該部分には，保険医の弁明，保険医の署名及び印影が記載され

ている。当該部分の不開示情報該当性について，諮問庁は，上記第

３の２（３）のとおり説明する。 

     ａ 保険医の弁明について 

       当該部分は，保険医に係る情報であるとは認められるが，固有

の情報であるとは認められないことから，これを公にしても特

定の個人を識別することはできない。また，記載された内容は，

原処分で既に明らかとなっている情報からおのずと明らかなも

のであるところ，これを公にしても個人の権利利益を害するお

それがあるとは認められない。 

       したがって，当該部分は，法５条１号に該当せず，開示すべき

である。 

     ｂ 保険医の署名及び印影について   

当該部分は，保険医に係る法５条１号本文前段に規定する個人

に関する情報であって，特定の個人を識別することができるも

のに該当すると認められる。 

       法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情報

は，法令の規定により又は慣行として公にされ，公にすること

が予定されている情報であるとは認められないことから，同号

ただし書イに該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当す

る事情も認められない。 

       法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，署名

及び印影は，個人識別部分であることから部分開示の余地はな

い。 

したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

   （ウ）開設者に係る記載の不開示部分について 

      当該部分には，開設者の弁明，署名及び印影が記載されている。

当該部分の不開示情報該当性について，諮問庁は，上記第３の２

（３）のとおり説明する。 
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     ａ 開設者の弁明について 

       当該部分は，当該開設者に係る法５条１号本文前段に規定する

個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

るものに該当すると認められる。 

法５条１号ただし書該当性について検討するに，内議資料にお

いて開設者が述べたとされている記載部分の内容と当該部分の

内容は同様の記載であることが認められる。内議資料の該当部

分が原処分において開示されていることを踏まえると，当該部

分の情報は，公にすることが予定されている情報であったと解

することができる。 

したがって，当該部分は，法５条１号ただし書イに該当し，開

示すべきである。 

     ｂ 開設者の署名及び印影について 

       当該部分は，開設者に係る法５条１号本文前段に規定する個 

人に関する情報であって，特定の個人を識別することができる

ものに該当すると認められる。署名及び印影については，その

固有の形状が特定の個人を識別することができる情報として意

味を有しているというべきであり，当該開設者の氏名が既に公

となっているとしても，署名及び印影について開示する慣行が

あると認めることはできず，同号ただし書イに該当せず，同号

ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，署名

及び印影は，個人識別部分であることから部分開示の余地はな

い。 

       したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（エ）調査結果の記載の不開示部分について 

   当該部分は，「患者調査の結果」，「診療録の点検結果」，「監査担

当者の意見」及び「不正に係る請求金額等」の各欄の一部又は全部

の記載である。 

   当該部分の不開示情報該当性について，諮問庁は，上記第３の２

（５）並びに３（２）及び（３）のとおり説明する。 

  ａ 法５条１号該当性について 

       当該部分のうち，「患者調査の結果」及び「監査担当者の意見」

の各欄の記載について，諮問庁は，法５条６号イに加え，同条

１号にも該当すると説明する。 

       そこで検討するに，上記の２つの欄には，当該特定保険医療機

関における患者の診療内容や口腔内の状況に関する情報が記載
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されており，それぞれ，調査の対象となった患者に係る法５条

１号本文前段に規定する個人に関する情報であって，特定の個

人を識別することができるものに該当すると認められる。 

法５条１号ただし書該当性について検討すると，これらの情報

は，法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にする

ことが予定されている情報であるとは認められないことから，

同号ただし書イに該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該

当する事情も認められない。 

次に，法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，

上記の２つの欄の記載のうち，「患者調査の結果」欄の記載並び

に「監査担当者の意見」欄の各項番の記載の末尾９文字及び同

欄中の同様の内容の記載部分を除いた部分の記載は，これを公

にすると当該特定保険医療機関の関係者等一定の範囲の者には，

他の情報と照合することにより，当該患者を特定することがで

きると認められ，当該患者の権利利益を害するおそれがあると

認められることから部分開示できない。 

他方，「監査担当者の意見」欄の各項番の記載の末尾９文字及

び同欄中の同様の内容の記載部分は，監査担当者が調査の結果

で認めた事項の記載にすぎず，個人を特定できるほどの詳細か

つ具体的な情報が含まれているとは認められないことから，個

人識別部分を除くことにより，公にしても，当該患者の権利利

益が害されるおそれがないと認められる。 

以上のことから，「患者調査の結果」欄の記載及び「監査担当

者の意見」欄の各項番の記載の末尾９文字及び同欄中の同様の

内容の記載部分を除いた部分の記載は，法５条１号に該当し，

同条６号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。 

     ｂ 法５条６号イ該当性について 

       諮問庁は，当該部分は，法５条６号イにも該当すると説明する

ので，上記ａにおいて，同条１号に該当し，不開示とすること

が妥当であると判断した部分以外の部分（「監査担当者の意見」

欄中の各項番の記載の末尾９文字及び同欄中の同様の内容の記

載部分も含む。以下，この項において同じ。）の記載について検

討する。 

       諮問庁は，当該部分の法５条６号イ該当性について，具体的か

つ詳細な不正又は不当に係る内容や被監査者に対する聴取内容

等，不正又は不当に係る事実が明らかとなった具体的な監査の

手法等が確認できる情報であって，これを公にすると監査にお
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ける正確な事実の把握が困難になるおそれ等があると説明する。 

       そこで検討するに，当該部分は，患者に対する調査の結果の記

載であり，不正又は不当に係る事実が明らかとなった具体的な

監査の手法等は記載されていない。このため，これを公にする

と監査における正確な事実の把握が困難になるおそれ等がある

との諮問庁の説明を是認することはできない。 

       したがって，当該部分のうち別紙４の３に記載した部分は，法

５条１号及び６号イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

   イ 診療報酬明細書について 

当該文書には，患者調査を行った診療の内容に係る診療報酬の明細

が記載されている。 

当該文書において，保険，記号・番号，市町村，老人受，氏名（氏

名及び生年月日）及び傷病名部位の各欄の記載，摘要欄等の傷病部

位を含む処置に係る記載並びに欄外の診療報酬明細書の整理番号が

不開示とされており，当該部分は，一体として，調査の対象となっ

た患者に係る法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当すると認めら

れる。 

法５条１号ただし書該当性について検討するに，これらの情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，公にすることが予定さ

れている情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに

該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められ

ない。 

法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，氏名及び

生年月日は個人識別部分であることから，部分開示の余地はなく，

その余の部分についても，他の情報と照合することにより，当該特

定保険医療機関の関係者等一定の者には，当該患者が誰であるかを

推測することが可能となり，当該患者の権利利益を害するおそれが

ないとは認められないので，部分開示できない。 

以上のことから，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

 （４）文書４について 

    文書４は患者調査書である。監査においては，患者調査を行った患者

のうち，協力が得られた一部の患者について，個別に聞き取り調査や口

腔内の状態の観察等を行っており，当該文書は，それを記録したもので

ある。 

    当該文書において，患者に係る情報（氏名及び生年月日等），聴取事

項及び口腔内の状態の一部が不開示とされており，当該部分の不開示情
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報該当性について，諮問庁は，上記第３の２（３）及び（５）並びに３

（２）及び（３）のとおり説明する。 

   ア 法５条１号該当性について 

   （ア）１枚目の被保険者証記号番号，氏名，生年月日，住所，氏名及び

電話番号並びに２枚目の患者名，レセプト，口腔内，摘要の各欄の

記載について 

      当該部分は，調査の対象となった患者に係る法５条１号本文前段

に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別すること

ができるものに該当すると認められる。 

法５条１号ただし書該当性について検討すると，これらの情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予

定されている情報であると認められないことから，同号ただし書イ

に該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認めら

れない。 

次に，法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，

当該部分のうち，１枚目の氏名，生年月日，氏名及び電話番号の氏

名並びに２枚目の患者名は，個人識別部分であることから，部分開

示の余地はなく，その余の部分についても，これを公にすると当該

特定保険医療機関の関係者等一定の範囲の者には，他の情報と照合

することにより，当該患者を特定することができると認められ，当

該患者の権利利益を害するおそれがあると認められることから部分

開示できない。 

したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

   （イ）「聴取事項」欄の患者回答の記載について 

      当該部分の不開示情報該当性について，諮問庁は，法５条１号及

び６号イに該当すると説明する。 

そこで検討するに，当該部分は，調査の対象となった患者に係る

法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものに該当すると認められる。 

      法５条１号ただし書該当性について検討すると，これらの情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予

定されている情報であるとは認められないことから，同号ただし書

イに該当せず，かつ，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認め

られない。 

次に，法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，

当該部分には，当該特定保険医療機関における患者の受診内容や治

療内容等が記載されている。これらの情報は，通常，他人に知られ
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ることを忌避する性質の患者の機微に渡る私的な情報であり，これ

を公にすると，当該特定保険医療機関の関係者等一定の範囲の者に

は，他の情報と照合することにより，当該患者を特定することがで

きることから，当該患者の権利利益を害するおそれがあると認めら

れ，部分開示できない。 

したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，同条６号イにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   イ 法５条６号該当性について 

     患者調査書の「聴取事項」欄のうち，以下の部分を除く全てについ

て諮問庁は法５条６号イに該当すると主張している。 

     「聴取事項」の表題部分 

     「１．受診状況」の表題部分及び①ないし⑥の質問文 

     「２．診察内容」の表題部分及び①の質問文 

     「４．その他」の表題部分 

     当該部分は，調査における質問事項及びそれに対する患者の回答で

ある。このうち，患者の回答については，上記ア（イ）において，

法５条１号に該当し，不開示妥当と判断しているので，当該部分の

うち，調査における質問事項の不開示情報該当性について検討する。 

調査における質問事項の内容を見分すると，患者の受診内容や治療

内容等について確認するものであり，これを公にしても監査におけ

る聴取に対する対策等を行い，不正又は不当の事実を隠蔽する等の

監査妨害等を行うおそれがあるとは認められない。 

     したがって，当該部分のうち，質問事項については，法５条６号イ

に該当せず，開示すべきである。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，別紙２に掲げる文書につき，その一部を法５条１号及

び６号イに該当するとして不開示とした決定については，審査請求人が開

示すべきとし，諮問庁が同条１号，２号イ及び６号イに該当するとしてな

お不開示とすべきとしている部分のうち，別紙４に掲げる部分は，同条１

号及び６号イのいずれにも該当せず，開示すべきであるが，その余の部分

は，同条１号，２号イ及び６号イに該当すると認められるので，不開示と

することは妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別紙１ 

特定保険医療機関，特定保険医に関する資料（以下のとおり） 

１．特定保険医療機関及び特定保険医に対する監査実施通知 

２．監査に関して厚生労働省へ内議を行った際の資料一式 

  患者調査結果 

  監査における患者個別調書 

  監査調書及び弁明書，監査官の意見など関連資料 

３．聴聞通知書及び不利益処分の原因となった事実一覧など資料一式 

４．聴聞調書及び聴聞議事録 

５．地方社会保険医療協議会の諮問書及び答申書，意見伺い及び建議書 

６．処分通知書及びマスコミ発表資料 

以上，控え（またはそれに代わる行政文書）または原本がある場合はその写

し 
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別紙２ 

特定保険医療機関及び特定保険医に関する資料 

・特定保険医療機関及び特定保険医に対する監査実施通知 

・監査に関して厚生労働省へ内議を行った際の資料一式 

・聴聞通知書及び不利益処分の原因となった事実一覧など資料一式 

・聴聞調書及び聴聞議事録 

・地方社会保健医療協議会の諮問書及び答申書，意見伺い及び建議書 

・処分通知書及びマスコミ発表資料 
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別紙３ 

文書１ 「監査調査書」 

文書２ 「聴取調書」 

文書３ 「患者個別聴取調書」 

文書４ 「患者調査書」 
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別紙４ 

 

１ 文書１ 

○３７頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の９文字目ないし１６文字目 

・１行目の２３文字目ないし２行目の２文字目 

・４行目の１８文字目ないし５行目の６文字目 

・５行目の２７文字目ないし６行目の１３文字目 

・８行目の１７文字目ないし９行目の８文字目 

・９行目の２８文字目ないし１１行目の２０文字目 

○４１頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１４文字目ないし２行目の４文字目 

・３行目の３４文字目ないし４行目の２３文字目 

・５行目の８文字目ないし２３文字目 

・７行目の１７文字目ないし８行目の７文字目 

・８行目の２８文字目ないし１０行目の２１文字目 

○４５頁「その他」欄のうち 

・１行目の１０文字目ないし３３文字目 

・２行目の３文字目ないし３行目の９文字目 

・５行目の１３文字目ないし６行目の６文字目 

・６行目の２７文目ないし７行目の１０文字目 

・９行目の１７文字目ないし１０行目の７文字目 

・１０行目の２８文字目ないし１２行目の２０文字目 

○４９頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１１文字目ないし２行目の７文字目 

・４行目の４文字目ないし２７文字目 

・５行目の１３文字目ないし３０文字目 

・８行目の１７文字目ないし９行目の７文字目 

・９行目の２８文字目ないし１１行目の２０文字目 

○５３頁「その他」記載欄のうち 

・１０行目の１１文字目ないし１１行目の１２文字目 

・１１行目の３３文字目ないし１２行目の２４文字目 

・１３行目の２７文字目ないし１６行目の５文字目 

・１６行目の２６文字目ないし１７行目の１４文字目 

○５７頁「その他」記載欄のうち 

・２行目の２３文字目ないし３行目の２文字目 

・３行目の１５文字目ないし２１文字目 

・３行目の３３文字目ないし４行目の３２文字目 
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・６行目の１９文字目ないし１０行目の３文字目 

○６０頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１１文字目ないし３４文字目 

・２行目３文字目ないし３行目の９文字目 

○６１頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１４文字目ないし２行目の６文字目 

・２行目の２７文字目ないし３行目の９文字目 

・５行目の１７文字目ないし６行目の８文字目 

・６行目の２９文字目ないし８行目の２０文字目 

・１４行目の１９文字目ないし１７行目の２４文字目 

○６４頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の８文字目ないし２行目の１４文字目 

・４行目の２７文字目ないし５行目の１８文字目 

・５行目の３０文字目ないし６行目の１３文字目 

○６５頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１５文字目ないし４行目の２１文字目 

・５行目の３４文字目ないし８行目の２１文字目 

○６８頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１４文字目ないし３４文字目 

・２行目３文字目ないし３行目の９文字目 

・４行目の２１文字目ないし５行目の１４文字目 

○６９頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１２文字目ないし２行目の１文字目 

・２行目の２２文字目ないし３行目の４文字目 

・８行目の１８文字目ないし１１行目の２５文字目 

 

２ 文書２ 

法５条６号イ該当主張部分のうち以下の部分（ただし，法５条１号及び２号イ

に該当すると判断された部分を除く。） 

○７５頁の記載のうち 

・表中の６カラム目及び７カラム目 

○７６頁の記載のうち 

・表中の４カラム目ないし７カラム目 

○９３頁の記載のうち 

・表中の３カラム目，４カラム目，６カラム目及び７カラム目 

○９４頁の記載のうち 

・表中の１カラム目 

○９６頁の記載のうち 
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・表中の３カラム目及び４カラム目 

○９７頁の記載のうち 

・表中の６カラム目及び７カラム目の左欄 

・表中の６カラム目の右欄の３行目ないし５行目 

・表中の７カラム目の右欄の１行目 

○９８頁の記載のうち 

・表中の１カラム目 

・表中の２カラム目及び３カラム目の左欄 

・表中の７カラム目 

○１００頁の記載のうち 

・表中の 1 カラム目ないし３カラム目 

○１０９頁の記載のうち 

・９行目ないし２３行目 

○１１３頁の記載のうち 

・１９行目ないし２１行目 

・２４行目及び２５行目 

○１１４頁の記載のうち 

・１行目 

・７行目ないし２０行目 

○１１６頁の記載のうち 

・１９行目ないし２６行目 

○１１７頁の記載のうち 

・1 行目ないし１４行目 

○１１８頁の記載のうち 

・２８行目ないし３２行目 

○１１９頁の記載のうち 

・1 行目ないし８行目 

○１２２頁の記載のうち 

・欄外の１行目ないし３行目 

・欄外の７行目の２４文字目ないし８行目の４３文字目 

○１２６頁の記載のうち 

・５行目ないし８行目 

・２０行目ないし２８行目 

○１２７頁の記載のうち 

・１行目及び２行目 

○１２８頁の記載のうち 

・１５行目ないし３１行目 

○１２９頁の記載のうち 
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・１行目ないし３行目 

・２７行目及び２８行目 

○１３０頁の記載のうち 

・１行目ないし２３行目 

・３１行目 

○１３１頁の記載のうち 

・１行目ないし１８行目 

○１３６頁の記載のうち 

・９行目ないし１２行目 

○１３７頁の記載のうち 

・１行目ないし１２行目 

○１３９頁の記載のうち 

・１１行目及び２４行目 

○１４０頁の記載のうち 

・１行目ないし５行目 

○１４１頁の記載のうち 

・７行目ないし２５行目 

○１４２頁の記載のうち 

・１行目ないし５行目 

・１０行目ないし２６行目 

○１４３頁の記載のうち 

・１行目ないし３行目 

・１２行目ないし１７行目 

○１５０頁の記載のうち 

・８行目ないし１１行目 

・２３行目ないし２８行目 

○１５１頁の記載のうち 

・１行目ないし８行目 

○１５２頁の記載のうち 

・２８行目及び２９行目 

○１５３頁の記載のうち 

・１行目ないし１６行目 

・２６行目ないし３１行目 

○１５４頁の記載のうち 

・１行目ないし３行目 

・９行目ないし２９行目 

○１５５頁の記載のうち 

・３行目ないし１７行目 
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○１６０頁の記載のうち 

・１２行目ないし１５行目 

○１６１頁の記載のうち 

・３行目ないし１８行目 

○１６３頁の記載のうち 

・９行目ないし１９行目 

○１６４頁の記載のうち 

・１７行目ないし２０行目 

○１６５頁の記載のうち 

・１行目ないし１２行目 

○１６６頁の記載のうち 

・１８行目ないし２７行目 

○１６７頁の記載のうち 

・３行目ないし１２行目 

・１５行目ないし２５行目 

○１６８頁の記載のうち 

・１行目ないし７行目 

・１２行目ないし１５行目 

○１７６頁の記載のうち 

・９行目ないし１４行目 

・１９行目ないし２２行目 

○１７７頁の記載のうち 

・１行目ないし１２行目 

○１８２頁の記載のうち 

・１２行目ないし１７行目 

○１８４頁の記載のうち 

・６行目ないし１０行目 

・１５行目ないし２５行目 

○１８５頁の記載のうち 

・１行目ないし６行目 

○１８９頁の記載のうち 

・３２行目 

○１９０頁の記載のうち 

・１行目ないし３行目 

・１７行目ないし２９行目 

○１９１頁の記載のうち 

・１行目 

○１９２頁の記載のうち 
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・１９行目ないし２７行目 

○１９３頁の記載のうち 

・６行目ないし３０行目 

○１９４頁の記載のうち 

・１行目ないし６行目 

・９行目ないし２０行目 

○１９７頁の記載のうち 

・２２行目ないし２６行目 

○１９９頁の記載のうち 

・６行目ないし１３行目 

○２００頁の記載のうち 

・１６行目ないし２２行目 

○２０１頁の記載のうち 

・７行目ないし９行目 

○２０２頁の記載のうち 

・７行目ないし１３行目 

・１６行目ないし２３行目 

○２０５頁の記載のうち 

・３０行目及び３１行目 

○２０６頁の記載のうち 

・１行目及び２行目 

・１３行目及び２５行目 

○２０８頁の記載のうち 

・１３行目ないし１６行目 

・２１行目ないし２７行目 

○２０９頁の記載のうち 

・５行目ないし２９行目 

○２１０頁の記載のうち 

・１行目ないし１４行目 

○２１３頁の記載のうち 

・１３行目ないし１６行目 

・１９行目ないし２８行目 

○２１４頁の記載のうち 

・１行目ないし４行目 

○２１６頁の記載のうち 

・２１行目ないし２５行目 

・２８行目ないし３０行目 

○２１７頁の記載のうち 
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・１行目及び２行目 

○２１９頁の記載のうち 

・３行目ないし１９行目 

・２３行目ないし２６行目 

○２２０頁の記載のうち 

・７行目及び８行目 

・１３行目ないし２４行目 

○２２５頁の記載のうち 

・１４行目ないし１７行目 

○２２９頁の記載のうち 

・１５行目ないし１８行目 

・２１行目ないし２８行目 

○２３０頁の記載のうち 

・１行目ないし７行目 

○２３２頁の記載のうち 

・１０行目ないし１４行目 

・１７行目ないし２１行目 

○２３４頁の記載のうち 

・１６行目ないし３１行目 

○２３５頁の記載のうち 

・１行目ないし３行目 

・７行目ないし１０行目 

・２１行目及び２２行目 

・２７行目及び２８行目 

○２３６頁の記載のうち 

・１行目ないし９行目 

○２４１頁の記載のうち 

・１６行目ないし１９行目 

・２３行目ないし２８行目 

○２４２頁の記載のうち 

・１行目ないし７行目 

○２４４頁の記載のうち 

・１０行目ないし１５行目 

・１８行目ないし２７行目 

○２４６頁の記載のうち 

・８行目ないし２８行目 

○２４７頁の記載のうち 

・９行目ないし１７行目 
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○２５３頁の記載のうち 

・１５行目ないし１８行目 

・２１行目ないし２９行目 

○２５４頁の記載のうち 

・１行目ないし６行目 

○２５５頁の記載のうち 

・２６行目ないし２８行目 

○２５６頁の記載のうち 

・３行目ないし７行目 

○２５７頁の記載のうち 

・２８行目 

○２５８頁の記載のうち 

・１行目ないし８行目 

・１３行目ないし２１行目 

○２６３頁の記載のうち 

・２３行目及び２４行目 

○２６４頁の記載のうち 

・１行目及び２行目 

・５行目ないし１５行目 

○２６７頁の記載のうち 

・６行目ないし９行目 

○２６９頁の記載のうち 

・１８行目ないし２１行目 

○２７０頁の記載のうち 

・１行目ないし５行目 

・１０行目ないし１８行目 

 

３ 文書３ 

・保険医の弁明欄 

・開設者の弁明欄 

・診療録の点検結果欄 

・監査担当者の意見欄の各項番の記載の末尾９文字及び同欄中の同様の内容

の記載部分 

・不正に係る請求金額等欄 

 

４ 文書４ 

・聴取事項欄の質問事項 
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別表 

文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

文書１ 【保険医療機関監査調査書】 

○監査調査書の１枚目の記載のうち 

・開設者・管理者の生年月日（「年」，「月」，「日」及び

「生」を除く。） 

・「開設者・管理者学歴・職歴の概要」欄の記載

（「年」，「月」，「日」，「～」，「現在」，「（」，「）」，「卒

業」，「歯科医籍登録」，「歯科医師免許第」，「号」，

「保険医登録」，「勤務」，「特定保険医療機関の名

称」及び「特定の市町村名」を除く。） 

 

○監査調査書の記載のうち 

・監査事項に対する開設者の弁明又は意見の全部 

・開設者・管理者の署名及び印影 

 

○監査調査書の最終頁の記載のうち 

・立会者の署名及び印影 

 

【保険医監査調査書】 

○各監査調査書の１枚目の記載のうち 

・保険医の氏名（開設者・管理者と同一人を除く。） 

・生年月日（「年」，「月」，「日」及び「生」を除く。） 

・年齢（「歳」を除く。） 

・「学歴・職歴の概要」欄の記載（「年」，「月」，「日」，

「～」，「現在」，「（」，「）」，「卒業」，「歯科医籍等

録」，「歯科医師免許第」，「号」，「保険医登録」，「勤

務」，「特定保険医療機関の名称」，「特定の市町村

名」，「開設」，「設立」及び「頃」を除く。） 

・「社会保険における過去の賞罰，保険診療に対する講

習会出席率」記載欄のうち，講習会出席の年月日

（「年」，「月」，「日」及び「頃」を除く。）及び指導

対象の保険医療機関名 

 

○各監査調査書の「その他」記載欄のうち 

・氏名（開設者・管理者と同一人を除く。） 

 

 

２２頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７頁 

 

 

 

２９頁 

 

 

 

３０頁 

３６頁 

４０頁 

４４頁 

４８頁 

５２頁 

５６頁 

６０頁 

６４頁 

６８頁 

 

 

 

 

３７頁 

４１頁 

４５頁 

 

１号 

（以下 

同じ） 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各監査調査書の記載のうち 

・監査事項に対する保険医の弁明又は意見の全部 

・保険医の署名及び印影 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各監査調査書の最終頁の記載のうち 

・立会者の署名及び印影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各監査調査書の記載のうち 

・印影（割印又は抹消印） 

 

 

４９頁 

５３頁 

５６頁 

５７頁 

６０頁 

６１頁 

６４頁 

６８頁 

６９頁 

 

３３頁 

３８頁 

４２頁 

４６頁 

５０頁 

５４頁 

５８頁 

６２頁 

６６頁 

７０頁 

 

３５頁 

３９頁 

４３頁 

４７頁 

５１頁 

５５頁 

５９頁 

６３頁 

６７頁 

７１頁 

 

５３頁 

ないし 

７１頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○４５頁「その他」記載欄のうち 

・２１行目の６文字目ないし１２文字目 

 

○５３頁「その他」記載欄のうち 

・３行目の１０文字目ないし１５文字目 

・３行目の２０文字目ないし２５文字目 

・４行目の２４文字目ないし２９文字目 

・５行目の１５文字目ないし２０文字目 

・７行目の２１文字目ないし２６文字目 

 

○５６頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の３３文字目ないし２行目の３文字目 

・３行目の１３文字目ないし１６文字目 

・５行目の８文字目ないし１１文字目 

・６行目の２２文字目ないし２５文字目 

 

○５７頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の４文字目ないし７文字目 

 

○３７頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の９文字目ないし１６文字目 

・１行目の２３文字目ないし２行目の２文字目 

・４行目の１８文字目ないし５行目の６文字目 

・５行目の２７文字目ないし６行目の１３文字目 

・８行目の１７文字目ないし９行目の８文字目 

・９行目の２８文字目ないし１１行目の２０文字目 

 

○４１頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１５文字目ないし２行目の４文字目 

・３行目の３４文字目ないし４行目の２３文字目 

・５行目の８文字目ないし２３文字目 

・７行目の１７文字目ないし８行目の７文字目 

・８行目の２８文字目ないし１０行目の２１文字目 

 

○４５頁「その他」欄のうち 

・１行目の１０文字目ないし３３文字目 

４５頁 

 

 

５３頁 

 

 

 

 

 

 

５６頁 

 

 

 

 

 

５７頁 

 

 

３７頁 

 

 

 

 

 

 

 

４１頁 

 

 

 

 

 

 

４５頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６号イ

（以下 

同じ） 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・２行目の３文字目ないし３行目の９文字目 

・５行目の１３文字目ないし６行目の６文字目 

・６行目の２７文目ないし７行目の１０文字目 

・９行目の１７文字目ないし１０行目の７文字目 

・１０行目の２８文字目ないし１２行目の２０文字目 

 

○４９頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１１文字目ないし２行目の７文字目 

・４行目の４文字目ないし２７文字目 

・５行目の１３文字目ないし３０文字目 

・８行目の１３文字目ないし９行目の７文字目 

・９行目の２８文字目ないし１１行目の２０文字目 

 

○５３頁「その他」記載欄のうち 

・３行目の２０文字目ないし６行目の２５文字目 

・７行目の１４文字目ないし８行目の１７文字目 

・１０行目の１１文字目ないし１１行目の１２文字目 

・１１行目の３３文字目ないし１２行目の２４文字目 

・１３行目の２７文字目ないし１６行目の５文字目 

・１６行目の２６文字目ないし１７行目の１４文字目 

 

○５６頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の２８文字目ないし２行目の５文字目 

・３行目の７文字目ないし２１文字目 

・５行目の３文字目ないし２３文字目 

・６行目の１５文字目ないし７行目の５文字目 

 

○５７頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の４文字目ないし２８文字目 

・２行目の２３文字目ないし３行目の２文字目 

・３行目の１５文字目ないし２１文字目 

・３行目の３３文字目ないし４行目の３２文字目 

・６行目の１９文字目ないし１０行目の３文字目 

 

○６０頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１１文字目ないし３４文字目 

 

 

 

 

 

 

４９頁 

 

 

 

 

 

 

５３頁 

 

 

 

 

 

 

 

５６頁 

 

 

 

 

 

５７頁 

 

 

 

 

 

 

６０頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・２行目３文字目ないし３行目の９文字目 

 

○６１頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１４文字目ないし２行目の６文字目 

・２行目の２７文字目ないし３行目の９文字目 

・５行目の１７文字目ないし６行目の８文字目 

・６行目の２９文字目ないし８行目の２０文字目 

・１４行目の１９文字目ないし１７行目の２４文字目 

 

○６４頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の８文字目ないし２行目の１４文字目 

・４行目の２７文字目ないし５行目の１８文字目 

・５行目の３０文字目ないし６行目の１３文字目 

 

○６５頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１５文字目ないし４行目の２１文字目 

・５行目の３４文字目ないし８行目の２１文字目 

 

○６８頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１４文字目ないし３４文字目 

・２行目３文字目ないし３行目の９文字目 

・４行目の２１文字目ないし５行目の１４文字目 

 

○６９頁「その他」記載欄のうち 

・１行目の１２文字目ないし２行目の１文字目 

・２行目の２２文字目ないし３行目の４文字目 

・８行目の１８文字目ないし１１行目の２５文字目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６１頁 

 

 

 

 

 

 

６４頁 

 

 

 

 

６５頁 

 

 

 

６８頁 

 

 

 

 

６９頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

文書２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各聴取調書１枚目の記載のうち，被聴取者の 

・氏名（開設者・管理者と同一人を除く。） 

・生年月日（「年」，「月」，「日」及び「生」を除く。） 

・住所 

・電話番号（「ＴＥＬ」を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各聴取調書の記載のうち，被聴取者の 

・署名（修正に係るものを含む。） 

７４頁 

７８頁 

８２頁 

８４頁 

９２頁 

１０２頁 

１０４頁 

１０６頁 

１０８頁 

１１２頁 

１２０頁 

１２２頁 

１２４頁 

１３４頁 

１４６頁 

１４８頁 

１５８頁 

１７０頁 

１７２頁 

１８０頁 

１８８頁 

１９６頁 

２０４頁 

２１２頁 

２２２頁 

２２４頁 

２２８頁 

２３８頁 

２４０頁 

２５０頁 

２５２頁 

２６０頁 

２６２頁 

 

７７頁 

７８頁 

１号 

（以下 

同じ） 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・印影（署名に伴う押印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各聴取調書の記載のうち 

８０頁 

８２頁 

９１頁 

１００頁 

１０２頁 

１０４頁 

１０６頁 

１１０頁 

１１９頁 

１２１頁 

１２２頁 

１３２頁 

１４４頁 

１４７頁 

１５６頁 

１５８頁 

１６９頁 

１７０頁 

１７８頁 

１８６頁 

１９５頁 

２０３頁 

２１１頁 

２２１頁 

２２３頁 

２２６頁 

２３６頁 

２３９頁 

２４７頁 

２５１頁 

２５９頁 

２６１頁 

２６９頁 

２７１頁 

 

７５頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・氏名（被聴取者本人を含み，開設者・管理者と同一

人及び上記のとおり不開示部分とした氏名及び署名

を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７７頁 

ないし 

８０頁 

８２頁 

８４頁 

ないし 

９２頁 

９４頁 

９６頁 

９８頁 

９９頁 

１０２頁 

１０６頁 

１０９頁 

１１２頁 

１１４頁 

ないし 

１１６頁 

１２０頁 

１２４頁 

ないし 

１３１頁 

１３５頁 

ないし 

１３９頁 

１４１頁 

ないし 

１４４頁 

１４６頁 

１４８頁 

ないし 

１５２頁 

１５４頁 

１５５頁 

１５９頁 

ないし 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○聴取調書（開設者）の記載のうち，従業員の 

１６３頁 

１６５頁 

ないし 

１６８頁 

１７３頁 

ないし 

１７７頁 

１８１頁 

ないし 

１８４頁 

１８８頁 

ないし 

１９４頁 

１９７頁 

ないし 

２１０頁

２１２頁 

ないし 

２１５頁 

２１８頁 

２２５頁 

２２９頁 

ないし 

２３４頁 

２４１頁 

２４６頁 

２５３頁 

２５６頁 

２５７頁 

２６３頁 

２６４頁 

２６６頁

ないし 

２６９頁 

 

７５頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・採用及び退職年月日（「年」，「月」及び「日」を除

く。） 

・採用経過 

・退職事由 

・給与形態（金額，歩合の内容，形態の詳細） 

・臨時的な給与等の欄外の記載 

 

○各聴取調書の記載のうち，被聴取者の 

・学歴（「年」，「月」，「日」及び「卒業」を除く。） 

・職歴（「年」，「月」，「日」，「～」，「（」，「）」，「歯科医

籍登録」，「歯科医師免許第」，「号」，「保険医登録」，

「勤務」，「常勤」，「非常勤」，「開設」，「特定保険医

療機関の名称」及び「特定の市町村名」を除く。） 

 

 

 

 

 

 

○各聴取調書の記載のうち，被聴取者の 

・採用（勤務開始）及び退職年月日（又は年月）

（「年」，「月」及び「日」を除く。） 

・採用経過 

・退職事由 

・給与形態（金額，歩合の内容） 

・臨時的な給与等の欄外の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８４頁 

ないし 

９１頁 

１０６頁 

 

 

 

７４頁 

１０８頁 

１２４頁 

１３４頁 

１４８頁 

１５８頁 

１７２頁 

１８０頁 

１８８頁 

１９６頁 

２０４頁 

 

１３５頁 

１４９頁 

１５９頁 

１７４頁 

１８１頁 

１８２頁 

１８９頁 

１９７頁 

２０４頁 

２０５頁

２１２頁 

２２４頁 

２２８頁 

２４０頁 

２５２頁 

２６２頁 

２６３頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○各聴取調書の記載のうち，被聴取者の 

・指導を受けた年月日（「年」，「月」，「日」及び「頃」

を除く。） 

・指導対象の保険医療機関名 

 

 

 

○各聴取調書の記載のうち 

・印影（割印） 

 

 

○７４頁表中の記載のうち 

・下段から５カラム目右欄の記載 

・下段から３カラム目右欄の記載 

 

○８２頁表中の３カラム目中欄の記載のうち 

・１行目の１文字目ないし４文字目 

・１行目の１３文字目ないし１８文字目 

 

○８６頁表中の１カラム目右欄の記載のうち 

・担当科目 

・４行目 

 

○８９頁表中の右欄の記載のうち 

・３行目給与形態の１文字目ないし１１文字目 

 

○９８頁表中の右欄の記載のうち 

・２カラム目の６行目の１文字目ないし６文字目及び

１０文字目 

・３カラム目の６行目の１文字目ないし６文字目及び

１０文字目 

 

○１１７頁の記載のうち 

・１９行目の４文字目ないし９文字目及び１３文字目 

 

○１２５頁の記載のうち 

１３４頁 

１４９頁 

１７２頁 

１７３頁 

１８８頁 

１９６頁 

 

７６頁 

ないし 

２７０頁 

 

７４頁 

 

 

 

８２頁 

 

 

 

８６頁 

 

 

 

８９頁 

 

 

９８頁 

 

 

 

 

 

１１７頁 

 

 

１２５頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・１０行目ないし１１行目 

・１６行目ないし１７行目 

・２５行目 

・２７行目 

・２９行目の１３文字目ないし３６文字目 

 

○１３５頁の記載のうち 

・２０行目の１文字目ないし１２文字目 

 

○１４６頁欄外の記載のうち 

・２行目ないし４行目 

 

○１４８頁欄外の記載のうち 

・３行目ないし７行目 

 

○１５９頁の記載のうち 

・４行目の２文字目ないし１７文字目 

・公的保険の加入状況 

 

○１７３頁の記載のうち， 

・８行目の１７文字目ないし２２文字目 

・９行目の６文字目ないし１１文字目 

・９行目の３２文字目ないし３７文字目 

・１２行目の２文字目ないし７文字目 

・１２行目の１８文字目ないし２３文字目 

・１３行目の１９文字目ないし２４文字目 

・１７行目の１９文字目ないし２４文字目 

・１９行目の３文字目ないし８文字目 

 

○１７４頁の記載のうち 

・給与の支払い方法 

 

○１７５頁の記載のうち， 

・１１行目の３文字目ないし８文字目 

・１９行目の５文字目ないし１０文字目 

・２２行目の２文字目ないし７文字目 

 

 

 

 

 

 

１３５頁 

 

 

１４６頁 

 

 

１４８頁 

 

 

１５９頁 

 

 

 

１７３頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７４頁 

 

 

１７５頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○１７７頁の記載のうち， 

・１７行目の２文字目ないし７文字目 

 

○１８１頁の記載のうち， 

・２行目の２文字目ないし２２文字目 

・１１行目の７文字目ないし１０文字目 

・１４行目の２０文字目ないし２３文字目 

・１５行目の２５文字目ないし２８文字目 

・１６行目の２文字目ないし５文字目 

・１７行目の７文字目ないし１０文字目 

・１８行目の２７文字目ないし３０文字目 

 

○１８２頁の記載のうち， 

・２０行目の３文字目ないし６文字目 

 

○１８３頁の記載のうち， 

・２行目の３１文字目ないし３４文字目 

・８行目の１７文字目ないし２０文字目 

 

○１８４頁の記載のうち， 

・１３行目の３６文字目ないし３９文字目 

 

○１８５頁の記載のうち， 

・１１行目の１２文字目ないし１３文字目 

 

○１８８頁欄外の記載のうち 

・２４行目の２文字目ないし１５文字目 

 

○２０４頁欄外の記載のうち 

・２０行目の２文字目ないし２８文字目 

・２２行目の年月日の記載（「年」，「月」及び「日」を

除く。） 

 

○２１４頁の記載のうち 

・３０行目８文字目ないし３１行目９文字目 

 

１７７頁 

 

 

１８１頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８２頁 

 

 

１８３頁 

 

 

 

１８４頁 

 

 

１８５頁 

 

 

１８８頁 

 

 

２０４頁 

 

 

 

 

２１４頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○７４頁の記載のうち 

・表中下段から２カラム目右欄の３行目 

 

○７５頁の記載のうち 

・表中の８カラム目右欄 

・表中の９カラム目右欄の１行目 

 

○各聴取調書の記載のうち 

・法人名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２３３頁の記載のうち 

・ソフト名 

 

○７５頁の記載のうち 

７４頁 

 

 

７５頁 

 

 

 

８０頁 

９５頁 

９６頁 

９９頁 

１１５頁 

１１６頁 

１２９頁 

１４１頁 

１５２頁 

１５３頁 

１６６頁 

１８３頁 

１９２頁 

２０１頁 

２０７頁 

２１８頁 

２１９頁 

２３３頁 

ないし 

２３５頁 

２４５頁 

２４６頁 

２５７頁 

２６９頁 

 

２３３頁 

 

 

７５頁 

２号イ 

（以下 

同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６号イ 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・表中の６カラム目及び７カラム目 

 

○７６頁の記載のうち 

・表中の４カラム目ないし７カラム目 

 

○７７頁の記載のうち 

・表中の２カラム目ないし１２カラム目 

 

○７８頁の記載のうち 

・表中の３カラム目及び４カラム目 

 

○７９頁の記載のうち 

・表中の１カラム目及び２カラム目 

 

○８０頁の記載のうち 

・表中の１カラム目及び２カラム目 

 

○８２頁の記載のうち 

・表中の３カラム目ないし６カラム目の中欄及び右欄 

 

○９２頁の記載のうち 

・表中の３カラム目ないし８カラム目 

 

○９３頁ないし９６頁の記載 

 

 

 

○９７頁の記載のうち 

・表中の４カラム目 

・表中の６カラム目及び７カラム目の左欄 

・表中の６カラム目の右欄の３行目ないし５行目 

・表中の７カラム目の右欄の１行目 

 

○９８頁の記載のうち 

・表中の１カラム目 

・表中の２カラム目及び３カラム目の左欄 

 

 

７６頁 

 

 

７７頁 

 

 

７８頁 

 

 

７９頁 

 

 

８０頁 

 

 

８２頁 

 

 

９２頁 

 

 

９３頁 

ないし 

９６頁 

 

９７頁 

 

 

 

 

 

９８頁 

 

 

（以下 

同じ） 

 

 

 

 

 



 

 51 

文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・表中の４カラム目ないし７カラム目 

 

○９９頁及び１００頁表中の記載 

 

 

○１０２頁の記載のうち 

・表中の３カラム目ないし１１カラム目 

 

○１０４頁の記載のうち 

・表中の３カラム目ないし９カラム目 

 

○１０９頁の記載のうち 

・９行目ないし２３行目 

・２５行目の７文字目ないし３７文字目 

・２７行目ないし３５行目 

（項番部分を除く。以下文書２で同じ。） 

 

○１１０頁の記載のうち 

・１行目ないし２２行目 

 

○１１２頁の記載のうち 

・欄外の１行目ないし２６行目 

 

○１１３頁ないし１１７頁の記載 

 

 

 

○１１８頁の記載のうち 

・１行目ないし１７行目 

・２４行目の１３文字目ないし２７行目の８文字目 

・２８行目ないし３２行目 

 

○１１９頁の記載のうち 

・１行目ないし１３行目 

 

○１２０頁の記載のうち 

 

 

９９頁 

１００頁 

 

１０２頁 

 

 

１０４頁 

 

 

１０９頁 

 

 

 

 

 

１１０頁 

 

 

１１２頁 

 

 

１１３頁 

ないし 

１１７頁 

 

１１８頁 

 

 

 

 

１１９頁 

 

 

１２０頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・欄外の１行目ないし２５行目 

 

○１２１頁の記載のうち 

・１行目ないし１９行目 

 

○１２２頁の記載のうち 

・欄外の１行目ないし３行目 

・欄外の７行目の２４文字目ないし８行目の４３文字

目 

 

○１２５頁の記載のうち 

・３２行目ないし３５行目 

 

○１２６頁ないし１３１頁の記載 

 

 

 

○１３２頁の記載のうち 

・１行目ないし９行目 

 

○１３５頁の記載のうち 

・３１行目ないし３２行目 

 

○１３６頁ないし１４３頁の記載 

 

 

 

○１４４頁の記載のうち 

・１行目ないし１２行目 

 

○１４６頁の記載のうち 

・欄外の２行目ないし２０行目 

 

○１４９頁の記載のうち 

・２８行目ないし３０行目 

 

 

 

１２１頁 

 

 

１２２頁 

 

 

 

 

１２５頁 

 

 

１２６頁 

ないし 

１３１頁 

 

１３２頁 

 

 

１３５頁 

 

 

１３６頁 

ないし 

１４３頁 

 

１４４頁 

 

 

１４６頁 

 

 

１４９頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○１５０頁ないし１５５頁の記載 

 

 

 

○１５６頁の記載のうち 

・１行目ないし９行目 

 

○１６０頁ないし１６８頁の記載 

 

 

 

○１７０頁の記載のうち 

・欄外の１行目ないし４行目 

 

○１７３頁の記載のうち 

・６行目の２文字目ないし１４文字目 

・７行目の４文字目ないし１４行目の７文字目 

・１７行目ないし２０行目 

 

○１７４頁の記載のうち 

・９行目ないし２４行目 

 

○１７５頁ないし１７７頁の記載 

 

 

 

○１７８頁の記載のうち 

・１行目ないし７行目 

 

○１８１頁の記載のうち 

・１０行目ないし２２行目 

 

○１８２頁ないし１８５頁の記載 

 

 

 

１５０頁 

ないし 

１５５頁 

 

１５６頁 

 

 

１６０頁 

ないし 

１６８頁 

 

１７０頁 

 

 

１７３頁 

 

 

 

 

１７４頁 

 

 

１７５頁 

ないし 

１７７頁 

 

１７８頁 

 

 

１８１頁 

 

 

１８２頁 

ないし 

１８５頁 

 



 

 54 

文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○１８９頁の記載のうち 

・２２行目ないし３２行目 

 

○１９０頁ないし１９４頁の記載 

 

 

 

○１９５頁の記載のうち 

・１行目ないし８行目 

 

○１９７頁の記載のうち 

・２２行目ないし２８行目 

 

○１９８頁ないし２０２頁の記載 

 

 

 

○２０３頁の記載のうち 

・１行目ないし４行目 

 

○２０５頁の記載のうち 

・２０行目ないし３１行目 

 

○２０６頁ないし２１０頁の記載 

 

 

 

○２１２頁の記載のうち 

・欄外の２４行目 

 

○２１３頁ないし２１７頁の記載 

 

 

 

○２１８頁の記載のうち 

・８行目ないし２８行目 

１８９頁 

 

 

１９０頁 

ないし 

１９４頁 

 

１９５頁 

 

 

１９７頁 

 

 

１９８頁 

ないし 

２０２頁 

 

２０３頁 

 

 

２０５頁 

 

 

２０６頁 

ないし 

２１０頁 

 

２１２頁 

 

 

２１３頁 

ないし 

２１７頁 

 

２１８頁 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○２１９頁及び２２０頁の記載 

 

 

○２２２頁の記載のうち 

・欄外の１行目ないし２４行目 

 

○２２５頁の記載のうち 

・２行目ないし１０行目 

・１３行目ないし２６行目 

 

○２２９頁の記載のうち 

・２行目ないし１２行目 

・１４行目の２文字目ないし６文字目 

・１５行目ないし１８行目 

・２１行目ないし２８行目 

 

○２３０頁の記載のうち 

・１行目ないし２２行目 

・２５行目ないし３１行目 

 

○２３１頁及び２３２頁の記載 

 

 

○２３３頁の記載のうち 

・１行目ないし１４行目 

・１６行目の１８文字目ないし４９文字目 

・１７行目 

・１８行目の１２文字目ないし１６文字目 

・２５行目ないし３０行目 

 

○２３４頁ないし２３５頁の記載 

 

 

○２３６頁の記載のうち 

・１行目ないし１３行目 

 

２１９頁 

２２０頁 

 

２２２頁 

 

 

２２５頁 

 

 

 

２２９頁 

 

 

 

 

 

２３０頁 

 

 

 

２３１頁 

２３２頁 

 

２３３頁 

 

 

 

 

 

 

２３４頁 

２３５頁 

 

２３６頁 

 

 



 

 56 

文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○２３８頁の記載のうち 

・欄外の１行目ないし２３行目 

 

○２４１頁の記載のうち 

・３行目ないし１３行目 

・１６行目ないし１９行目 

・２３行目ないし２８行目 

 

○２４２頁の記載のうち 

・１行目ないし２２行目 

・２５行目ないし３０行目 

 

○２４３頁ないし２４６頁の記載 

 

 

 

○２４７頁の記載のうち 

・１行目ないし２１行目 

 

○２５０頁の記載のうち 

・欄外の１行目ないし１９行目 

 

○２５３頁の記載のうち 

・４行目ないし１８行目 

・２１行目ないし２９行目 

 

○２５４頁の記載のうち 

・１行目ないし１９行目 

・２２行目ないし３０行目 

 

○２５５頁及び２５６頁の記載 

 

 

○２５７頁の記載のうち 

・１行目ないし７行目 

・１１行目ないし２８行目 

２３８頁 

 

 

２４１頁 

 

 

 

 

２４２頁 

 

 

 

２４３頁 

ないし 

２４６頁 

 

２４７頁 

 

 

２５０頁 

 

 

２５３頁 

 

 

 

２５４頁 

 

 

 

２５５頁 

２５６頁 

 

２５７頁 

 

 



 

 57 

文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

○２５８頁の記載 

 

○２５９頁の記載のうち 

・１行目ないし４行目 

 

○２６０頁の記載のうち 

・欄外の１行目ないし２４行目 

 

○２６１頁の記載のうち 

・１行目ないし５行目 

 

○２６３頁の記載のうち 

・１５行目ないし２４行目 

 

○２６４頁の記載のうち 

・１行目ないし２行目 

・５行目ないし２３行目 

 

○２６５頁の記載のうち 

・１行目ないし５行目 

・８行目ないし２３行目 

 

○２６６頁ないし２７０頁の記載 

 

 

２５８頁 

 

２５９頁 

 

 

２６０頁 

 

 

２６１頁 

 

 

２６３頁 

 

 

２６４頁 

 

 

 

２６５頁 

 

 

 

２６６頁 

ないし 

２７０頁 

文書３ ○各患者個別調書の記載のうち 

【１枚目】 

・「保険者番号」欄の記載 

・「被保険者証の記号番号」欄の記載 

・「市町村番号」欄の記載 

・「老人医療の受給者番号」欄の記載 

・「患者氏名」欄の記載 

・「生年月日」欄の記載（「年」，「月」及び「日」を除

く。） 

・「保険医の弁明」欄の記載 

・「開設者の弁明」欄の記載 

２７４頁 

ないし 

７８９頁 

１号 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・開設者の署名及び印影 

・保険医の署名及び印影 

 

【２枚目以降（診療報酬明細書）】 

・「保険」欄の記載 

・「記号・番号」欄の記載 

・「市町村」欄の記載がある場合の当該欄の記載 

・「老人受」欄の記載がある場合の当該欄の記載 

・「氏名」欄の氏名及び生年月日 

・「傷病名部位」欄の記載 

・「摘要」欄等の傷病部位を含む処置に係る記載 

・欄外の診療報酬明細書の整理番号 

 

○各患者個別調書の１枚目の記載のうち 

・「患者調査の結果」欄の記載（項番部分を除く。） 

・「診療録の点検結果」欄の記載（「診療録の点検結

果，確認できた主な不正事項については上記のとお

り，詳細については右記の「不正に係る請求金額

等」のとおり。」の記載を除く。） 

・「監査担当者の意見」欄の記載（項番部分を除く。） 

・「不正請求に係る請求金額等」欄の記載（項番部分及

び「・不正請求の「○○請求」（なお，○○には，

「付増」，「二重」，「振替」，「架空」，「その他」のそ

れぞれが記載された場合とする。）」，「不正請求点

数」，「不正請求金額」の記載を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６号イ 

 

 

 

文書４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各患者調査書の記載のうち 

【１枚目】 

・「被保険者証記号番号」欄の記載 

・「氏名」欄の記載 

・「生年月日」欄の記載（「年」，「月」，「日」及び

「生」を除く。） 

・住所の記載 

・氏名，電話番号の記載 

 

【２枚目】 

・患者名の記載 

７９２頁 

ないし 

８５３頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

１号 
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文書名 不開示部分 該当頁 ５条 

・「レセプト」欄の記載 

・「口腔内」欄の記載 

・摘要（「レセプト」欄及び「口腔内」欄の記載に係る

補足）の記載 

 

○患者調査書の「聴取事項」欄のうち，以下の部分を

除く全ての部分 

・「聴取事項」の表題部分 

・「１．受診状況」の表題部分及び①ないし⑥の質問文 

・「２．診療内容」の表題部分及び①の質問文 

・「４．その他」の表題部分 

 

 

 

 

 

７９２頁

ないし 

８５２頁 

のうち 

偶数頁 

 

 

 

 

 

 

６号イ 

 

 

 

 

 




